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○人口減少社会、東京一極集中における指定
都市の役割と重要性を明確に発信し、制度
改革につなげていくことが必要。

○基礎自治体優先の原則の下、市民生活に直
結するような権限の指定都市への移譲を、
国や県に求めることが必要。

○道州制も見据え、特別自治市をはじめ指定
都市として目指すべき姿について検討を進
めることが必要。

第１回行財政部会での主な発言
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行財政部会 検討テーマについて
（2014,5,29 指定都市サミットin仙台 市長会議報告資料より抜粋）

◆行財政部会検討テーマ
「人口減少社会や東京一極集中の現状を踏まえた今後の
日本社会における指定都市の果たすべき役割」

◆個別検討項目
■地方分権改革に伴う指定都市への事務権限の移譲及び
税財源の確保

■広域自治体（都道府県）と基礎自治体（指定都市）の
役割分担

■第31次地方制度調査会への対応
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○人口減少社会、東京一極集中における指定都市
としての理念・役割を明確に発信する。

○道州制の議論も踏まえ、指定都市として目指す
べき姿を見据え、具体的に権限・税財源の移譲
を求めていく。

○提案募集方式や第31次地方制度調査会、その他
行財政部会に関連する事項については、それぞ
れの動向を注視し、必要に応じて対応を行う。

今後の行財政部会における
活動方針（案）

３



①「人口減少社会や東京一極集中の現状を踏まえた
今後の日本社会における指定都市の果たすべき役
割に関する指定都市市長会アピール」発出につい
て

②指定都市市長会の提案募集方式への対応状況につ
いて（今年度提案分）〔報告〕

③第31次地方制度調査会検討状況について〔報告〕

④指定都市の役割及びその役割に基づいた移譲を求
める事務・権限について

今後の方針を踏まえた
本日の協議項目
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【提案趣旨】
日本創成会議の発表や「日本再興戦略」、「骨太の方

針」において人口減少・東京一極集中に対する問題意識
が高まっているこの時期を逃すことなく、指定都市の役
割と重要性を明確に発信し、制度改革に繋げるために提
案するもの。

【発出時期】
市長会議での発出決定後速やかに

【アピール文案】
資料２参照

①「人口減少社会や東京一極集中の
現状を踏まえた今後の日本社会における
指定都市の果たすべき役割に関する

指定都市市長会アピール」発出について

５



②指定都市市長会の提案募集方式への
対応状況について（今年度提案分）〔報告〕

【指定都市市長会として共同提案を行った項目】

○災害対応法制の見直し

○公共職業安定所（ハローワーク）業務の移管

○農地転用に関わる許可権限の移譲

○私立幼稚園の設置認可等権限及び幼保連携型認定こ
ども園以外の認定こども園の認定権限の移譲
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【これまでの検討項目及び提案状況】

※H20,10「第二期地方分権改革に関する指定都市の意見」での提案項目

権 限
提案募集
での対応

権 限
提案募集
での対応

防衛大臣への自衛隊の災害派遣要請権限
市域内で完結する河川整備・管理権限
（市域内を流下する河川は要協議によ
る）

市域内の全ての農地転用許可権限 ○
市立幼稚園の設置認可権限、認定子ども
園の認定権限

○

公共職業安定所（ハローワーク）業務の
移管

○ 都市計画に関する包括的な権限
（都市計画法（昭43法100）に基づく都市
計画区域の指定、都市計画基礎調査の実
施、空港・上下水道等の広域的に決定す
べき都市施設に係る都市計画の決定、都
市計画事業（一部）の施行認可）

市域内の道路（高速自動車国道を除く）
に関する整備・管理権限



【諮問事項】
個性を活かし自立した地方をつくる観点から、人口減
少社会に的確に対応する三大都市圏及び地方圏の地方
行政体制のあり方、議会制度や監査制度等の地方公共
団体のガバナンスのあり方等について

【開催状況】
第1回総会 平成26年5月15日

専門小委員会 平成26年5月28日、6月2日、7月7日、
7月23日

【検討状況】
審議事項の協議、地方六団体からの意見聴取

③第31次地方制度調査会
検討状況について〔報告〕
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④指定都市の役割及びその役割に基づいた
移譲を求める事務・権限について

【指定都市の役割（総論）】

○都市圏全体の活性化、発展のための牽引役、日本の社

会・経済の更なる成長を支えるエンジン、行政サービス

を提供する基礎自治体、日本経済を牽引する役割〔指定

都市市長会提案等〕

○大都市等は安心安全な生活空間を形成することにより、

第三次産業を中心に経済を牽引していくことが期待され

る〔第30次地制調答申〕
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【広域自治体と基礎自治体の役割分担】

※ 黄色の網掛けは，第４次一括法（平成２６年６月４日公布）により，今後，道府県から指定都市に移譲される事務・権限

※ 第３０次地方制度調査会専門小委員会資料を基に作成



○道州制を見据えた新たな大都市制度の在り方についての
提言〔H18,2,1〕

道州制の導入を見据えた、真の分権型社会にふさわしい新
たな大都市制度について、その方向性と検討されるべき課
題や問題点を取りまとめ。（道州制の導入の是非について
は触れず）

＜検討の基本方針＞
大都市が、これらの役割を果たすことができるよう「住民
サービスの向上と住民主導・住民本位の行政運営を自主的か
つ総合的に推進するとともに、大都市固有の行財政需要に対
応し、都市圏の活性化・発展に寄与することができる制度と
すること」

【指定都市市長会における特別自治市・道州制の検討】
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○新たな大都市制度の創設に関する指定都市の提案
～あるべき大都市制度の選択「特別自治市」～〔H23,7,27〕

あるべき大都市制度の一つの姿として、二層制の自治構造
を廃止し、大都市が、現行制度で国や道府県の事務とされ
ているものも含め、地方が行うべき事務の全てを一元的に
担う新たな大都市制度「特別自治市」の創設を提案。

＜新たな大都市制度創設の必要性＞
道府県、市町村の果たす役割に変化が生じているにもかかわら
ず、道府県制度は、明治以来改革されていないため、効果的・
効率的な行政運営が阻害されている。道府県制度の見直しを行
い、基礎自治体を中心とした新たな制度を構築することが必要。

【指定都市市長会における特別自治市・道州制の検討】
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（新たな大都市制度の創設に関する指定都市の提案～あるべき大都市制度の選択「特別自治市」～より抜粋）
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第30次地方制度調査会
大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関
する答申〔抜粋〕（平成２５年６月２５日）

第３ 新たな大都市制度
２ 特別市
（１）特別市（仮称）を検討する意義

全ての都道府県・市町村事務を処理することによる二重行政の完全
解消、効率的・効果的な行政体制、政策選択の自由度向上等に意義

（２）特別市（仮称）についてさらに検討すべき課題
住民代表機能のある区の必要性、警察事務の分割による広域犯罪対
応への懸念、全道府県税・市町村税を賦課徴収することによる周辺
自治体への影響等の課題について、更に検討が必要

（３）当面の対応
まずは都道府県から指定都市への事務と税財源の移譲により実質的
に特別市（仮称）へ近づけることとし、上記の課題は引き続き検討

【大都市制度の議論】
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【道州制の議論】
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